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Ⅰ．論文の内容の要旨 

 

（１）論文の構成 

序論  

第 1 章 18 世紀後半イギリスの国家と帝 

国 

第 1 節 行財政制度の近代化 

第 2 節 財政・軍事国家の動揺(1)急進主

義の萌芽―1760年代 

第 3 節 財政・軍事国家の動揺(2)改革運

動の展開―1770 年代から 80 年

代初頭 

第 4 節 ノース政権崩壊後の改革政治 

第 2 章 インド貿易と東インド会社をめぐ

る諸問題 

第 1 節 18 世紀イギリスの経済発展、 

工業化、帝国 

第 2 節 東インド会社の組織と運営 

第 3 節 東洋へのイメージと東インド会

社批判 

第 3 章 イギリス政界におけるインド問題

の展開 

第 1 節 1760-70 年代におけるインド問

題調査 

第 2 節 新しいインド法の模索―ダンダ

ス法案とフォックス法案 

第 3 節 ピットのインド法による 1784

年体制 

第 4 章 インド政策のはじまり―インド法

制定後の課題 

第 1 節 ダンダスのインド政策への関 

与 

第 2 節 BOC におけるダンダス 

第 5 章 ダンダスのインド政策 

第 1 節 インド軍再編の試み 

第 2 節 インド財政 

第 6 章 コーンウォリスのインド統治 

第 1 節 コーンウォリス改革 

第 2 節 改革の評価と批判  

結論 

 

 

（２）論文の内容要旨 

 本論文は、小ピット期イギリスのインド政策を、主としてヘンリ・ダンダスとチャール

ズ・コーンウォリスという二人の人物に焦点をあて、財政と統治の両側面の改革から検討

するものである。序論では、先行研究の検討から論文の目的と対象が確認される。これま

での先行研究は、東インド会社の運営を経済史や財政史の観点から検討するものが多かっ

た。そのため、小ピット政権期に成立した 1784 年インド法は、東インド会社に対するイギ

リス本国政府の優越を定めた点から理解され、インドを管掌する主体が特権会社から国家

へと移行したと考えられてきた。これに対して申請者は、小ピット政権期イギリスにおい

てダンダスやコーンウォリスらがインドに関する行財政面の改革を進めていたことに着目

し、経済・財政史中心に描かれ、また東インド会社から国家へという単線的な発展の図式

を論じてきた先行研究の問題点をただし、イギリス本国政府と現地インドの統治体制との

関係を結び付けた研究の必要性を主張する。 

 本論に先立つ予備的情報として、第 1 章では、イギリスにおける行財政改革の変遷が検
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討される。ここでは、18 世紀を通じて議会が政府に対する監視を強め、行政府の公共性と

説明責任の強化が求められるようになった歴史的経緯が確認される。この過程において重

要な展開がみられたのは、本論文が主たる検討時期とする小ピット政権期だった。つづく

第 2 章では、東インド会社の組織と経営の仕組み、その経済活動の発展、イギリス本国に

おける文化的表象の変遷が検討され、東インド会社の発展とともに会社のあり方が本国の

行財政理念とかけ離れた「腐敗」状態にあるとの認識が育まれたことが確認された。 

 第 3 章・第 4 章では、序論部で触れられた先行研究を念頭に、小ピット政権期イギリス

の政府・議会によるインドへの関心のあり方、東インド会社に対する政府の優越が規定し

た 1784 年インド法成立後のインド政策のあり方が論じられる。第 3 章では、18 世紀中葉

以降のイギリス本国議会において、専門の調査委員会が設置されるなど、インド政策が恒

常的な議題となったこと、それが最終的に 1784 年法体制へ結実したことが示される。第 4

章では、同体制のもとでインド問題担当部局が新設され、スコットランド出身の政治家ダ

ンダスがインド政策を担ってゆく過程が描かれる。それを踏まえて、東インド会社に対す

る政府の優越が 1784 年法によって規定された後も、会社と政府の間には依然として主導権

が争われていたことが論じられる。 

 第 5 章・第 6 章は、ダンダスとコーンウォリスによるインド行財政改革の試みをイギリ

ス本国の行財政改革の延長線上に位置づける。第 5 章では、小ピット政権期イギリスにお

いて、ダンダスを中心として、正規軍とインド軍の統合やインド予算の編成などの諸改革

がすすめられたこと、その一つの結果として 1788 年宣言法が成立し、インド統治にかかる

費用を現地インドの負担とするという新たな財政原則が確立されたことが論じられる。こ

うした動きは、インド統治にかかわる財政や軍事が、特権会社の問題ではなくイギリス本

国政府がかかわるべき公的な問題として認識されたことを意味しており、18 世紀後半に推

し進められたイギリス本国の行財政改革と軌を一にするものだった。第 6 章では、インド

総督コーンウォリスが現地インドで推し進めた行政改革のあり方が検討される。特に地税

制度の改革は、東インド会社の「腐敗」を取り除いたとして、その財政的な効果という観

点だけではなく、政治道徳的な観点からも、本国イギリスにおいて非常に高く評価された。

そこには、伝統的な寡頭政治の限界から行財政面での政治改革が目指された、18 世紀末イ

ギリスの政治文化が強く影響していた。 

 以上をもって、本論文は、小ピット政権期におけるインド政策を、1784 年インド法によ

って東インド会社の権限が本国政府に移管されたことそれ自体としては捉えず、実態とし

ては、その後も本国政府は東インド会社と水面下で交渉を行いながら漸進的な改革を進め

たこと、また、その改革は本国の行財政改革の動向に沿った形で進められたことを論じ、

結論とした。 
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Ⅱ．論文審査の結果の要旨 

（１） 論文の特徴 

 これまでの研究において、18 世紀イギリスにおけるインド政策は、主として東インド会

社史や経済史の観点から検討されてきた。その結果、本国イギリスの政治史という観点か

らは十分には論じられず、特に東インド会社に対する本国政府の優越性を確立した、小ピ

ット政権期の重要な議会制定法である 1784 年インド法の意義やその影響は幾分過大に、か

つ一面的に理解されがちであった。それに対して本論文は、インドに関する多様な議論の

展開を描き出し、当時のイギリスにおいてインドへの関心は東インド会社に限られなかっ

たことを明らかにした。また、政治家ヘンリ・ダンダスを中心として、1780 年代にインド

政策を担ったインド問題担当部局の議事録を検討し、1784 年インド法によって東インド会

社の権限が即自的に本国政府に移管されたわけではなく、1780 年代においては依然として

政府と東インド会社の関係は拮抗していたこと、政府側はダンダスを中心にインド予算の

編成やインド軍の再編に関する財政面での改革を推し進めたことを明らかにした。また、

小ピット政権期にインド総督に就任したチャールズ・コーンウォリスによるインドでの地

税制度改革が本国の行財政改革に沿った形で進められたことを論じるなど、イギリス本国

政府と現地インドの統治体制との関係を接合し、従来の研究に対して、より複合的かつ総

合的な視座を提示した。 

 

（２）論文の評価 

本論文は、18 世紀後半のイギリスにおいて、「インド」をめぐる議論が政治・経済・社会

にかかわる諸媒体において展開され、その結果として政府と東インド会社の間での主導権

争いが断続的になされ、本国の行財政改革を範としたインド統治にかかわる改革が行われ

たという、これまでの研究には認められない新たな知見を提示した点が特に評価できる。

従来の研究では、東インド会社による貿易や財政的な側面が特に注目され、1780 年代のイ

ンド統治に関する改革は本国政治の文脈では十分に論じられてこなかった。それに対して

本論文は、ヘンリ・ダンダスとチャールズ・コーンウォリスという、イギリスならびにイ

ンドで行財政改革を担った人物をとりあげ、かれらの活動を政府インド問題担当部局に関

する公文書や両名が政治家や東インド会社関係者と交わした書簡といった一次史料から丹

念に検討し、再検討を促した。研究史上の盲点を突く重要な研究であり、今後の研究のさ

らなる発展を期待し、高く評価したい。ただし、当審査委員会は、以下の２点を今後の課

題として指摘したい。まず、本論文のキーワードのひとつになっている「インド問題」と

いう用語が操作概念なのか同時代用語なのかをより明確にしたうえで議論を展開すること

が必要である。また、イギリス本国の行財政改革とインド行財政改革の連動という重要な

論点に関して、間接的な論証に依拠している部分について、より直接的な検証作業を通じ

てさらに検討を加えることが必要である。 

 


